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各職種への問いかけ・メッセージ

看護師に対して・・・
• 看護師の能⼒が⾼いことは多くの職種が理解しているが、「医師の
働き方改革」という名目で、これまで以上にタスクの丸投げがなされ
ていないか心配である。

• 多くの急性期病院で（コロナの影響もあり）看護師確保が困難と
なりつつある状況下、看護師を助ける看護補助者の確保も容易で
はない。

• 急性期病院では（コロナの影響だけでなく）超⾼齢患者の入院が
増えており、看護より介護の需要が増えている。急性期病院の施設
基準には介護士の配置が想定されていないが、看護補助者として
介護士を採⽤している状況も垣間⾒られる。その際、看護補助者と
違い、介護士は看護師の指示のもとに動くという法的文書がなく、
看護師と介護士との連携・協働が重要になる。

• 特定⾏為研修修了看護師が本当に現場で機能するのだろうか︖
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病院における看護業務の実態
♦対象［タイムスタディ】協力の同意を得られた8医療機関、10病棟において、各勤務帯で3名、合計210名

【質問紙調査】10病棟のすべての看護師187名

◆方法【タイムスタディ】対象看護師の勤務時間帯において看護業務に要した累積時間を10分単位で自記式にて調査票に記入
【質問紙調査】タイムスタディで使用した各看護業務項目について、主観的な移譲の可能性を回答

〇病院における看護業務として割合の高い行為は、「ナースコ ール、センサーマットの応答」「日々の看護記録」「排泄介助」等である。
0「日々の看謹記録」「看護師間の申し送り」「患者の情報収集」等、情報共有や情報収集に係る業務が高い割合を占めている。

■ 総業務時間における各業務時間の占める割合（1.0％以上を占める業務を抜粋）
0.0% 

t-m-lレ ・ ヤンサーマットの応答
日々の看護記録

2.0% 4.0% 6.0% 

5.2% 
| 4.8% 

4.3% 
4.0% 

• f7%
3.t°IO

3.2%
2.8% 

2.5% 
2.3% 

2.2% 
2.0% 

l.8%
11.6% 

1.6% 
1.1°IO 

1.2% 

8.0% 10.0% 

10.4% 
9.0% 

12.0% 

排泄介助
看護師間の申し送り

観察
患者の情報収集

バイタルサインの測定
食事の世話

点滴の投与 ・ 管理
体付守換

薬剤の準備
看護師間の報告 ・ 連絡 ・ 相談

内服薬の投与
検査の準備 ・ 実施 ・ 片付け（採血•X-P等）

身体の清潔
身の阿りの世話

薬剤の残薬確認・処方依頼 ・ セット
排泄 ・ 廃液塁の観察・入力（尿・ストマ ・ ドレー ン等）

心理的ケア（話を聞く、寄り添う等）
薬剤のミキシング 1.10/4 

匿政局看護課調ぺ（試行調査）

看護業務のICTへの移管の可能性 | 
0 ICTに移管できると回答した者の割合が高い業務は、「入院時オリエンテー ション」「入院時アナムネーゼ」「患者の情報収集」等であり、情報収

集に関する業務が多い。

■ ICTに移管可能な看護業務（すべての看護師のうち「ICTに移管できる」と回答した者の割合が5.0％以上を占める業務を抜粋）

ニコ全看護師に占める割合 →ー総業務時間に占める割合
25%.6.0%

20% 19.5% 

15% 

10% 

5% 

0% 

4.8% 5.0% 

4.0% 

3.0% 

2.0% 

1.0% 

0.0% 
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「看護補助者」という職種の位置づけ
「看護が提供される場において、看護チームの一員として看
護師の指示のもと、看護の専門的判断を要しない看護補
助業務（『傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世
話』及び『診療の補助』に該当しない業務）を⾏う者」

1950年 完全看護制度（付き添い看護許容が少なからず）
1958年 基準看護（看護要員︓看護師＋看護助⼿）
1994年 看護補助加算（看護配置の低い病棟への加算）
1997年 付き添い看護の廃止
2010年 急性期看護補助体制加算（看護配置の⾼い病棟への加算）
2012年 急性期看護補助体制加算の充実

夜間急性期看護補助体制加算の新設
2022年 看護補助体制充実加算
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1 看護補助者の配置状況等について I 
〇看誕補助者の配置状況については、「必要量を満たすだけ配置できていない」と回答している医療機関は37.3％であっ

た。
〇必要量を満たすだけ配置できていない理由は、「募集しても集まらない」が91.5％であった。

医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査
（平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査）

【対象】
施設調査：医師事務作業補助体制加算を算定している病院（届出病院）、算定していない病院（未届病院）から
それぞれ750施設を無作為に袖出した合計1,500施設

【結果】
口看護補助者の配置状況(n=504)

病床規模 回答籠設数(n) 十分配置できている

99床以下 251 64.9% 
100~199床 85 61.2% 
200~399床 88 34.1% 
400床以上 78 33.3% 

全数 504 54.2% 

口必要●を満たすだけ配置できていない理由(n= 188) 

病床規模 募集しても集まらない 人件費がない
99床以下 92.1°/c。 12.7% 

100~199床 96.2°1,。 11.59ん
200~399床 94.2°/c。 3.8% 
400床以上 85.l<Jん 14.9% 

全数 91.5% 10.6% 

必妻■を満たすだけ 無回答
配置できていない

25.1% 10.00/。
30.6°A。 8.2% 
59.1% 6.8% 
60.3% 6.4% 
37.3% 8.5% 

その他 薫回答
1.6% 1.6% 
3.8°A。 0.0% 
5.8% 0.0% 
8.5% 2.1% 
4.8% 1.1% 

I 定若促進（現状：：

i

保回策：：：：：：：：t
応

：：：：：：
）確保について®) -

6呑護補助者の活用

ご意見の概要
・ 看護補助者に関しても、 これから働き方改革等で、 タスク ・ シェアリング、 タスク ・ シフト等を考え

ていかなければなりない中で、 現湯としては非常に大変な思いをしている。

・ 医療にいる看護補助者が介設に流れていく可能性があり、 医療現場がますます煩雑になっているとい
う現状がある；

・ 病院の現場で看護補助者が集まらず、 看護師がその部分を代替している。 タスク ・ シフトとは逆の、
いわゆる逆タスク ・ シフトみたいなことさえも起きているのが現状。

現状

〇 「看護補助者活用促進のための看護管理者研修テキスト」 （平成24年度厚生労働告看護職員確保対策
特別事業）を作成。

〇 これを元に、 都道府県において、 地域医療介護総合確保基金を活用し、 看護補助者を管理する看護管
理者に対する研修を実施している。 （平成29年実績： 3県）

〇 診療報酬においては、 看護補助加算等によリ溢護補助者の評価を行っており、 平成30年度診療報酬改
定おいて、 看護補助加算の評価の引き上げ等を行っている。
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⽇本医療機能評価機構による病院機能評価

⿇酔管理については、全⾝⿇酔の場合・・・⿇酔科標榜医の確保が困難な場合には、
術者以外の医師が⿇酔管理を担当することが最低限必要である。1人の医師による
複数の患者の全⾝⿇酔の管理や、常態として、⿇酔担当医が⿇酔中に患者から離
れることは不適切である。なお、特定⾏為研修を修了した看護師が法令で認められた
管理の一部を担当する場合には、⿇酔科標榜医もしくは⿇酔を担当する医師の指
示・管理のもと、安全に⼗分配慮されたうえで⼿順書に沿って対応しなければならない。

⽇本看護協会websiteから
https://www.nurse.or.jp/nursing/np_system/index.html
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